
六 ヶ 所 再 処 理 工 場 と 柏 崎 原 発 の

地 震 ・重 大 事 故
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主催 核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団
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日時 2017年9月8日
午後6時30分～

場所 青森市民ホール 会議室 １
（青森駅隣 ）

講師 伊東良徳弁護士
伊東良徳弁護士自己紹介
1960年生まれ ごくふつうの庶民が遭遇する・巻き込まれる事件

多重債務者の債務整理とかリストラ（解雇）等の労働事件とか不動産
トラブルとか、 離婚、 相続とかの事件を取り扱っています。大事件や
原発裁判も担当していますが、 むしろ地味な小さな事件をこつこつと
やっているのがふだんの姿です。 （伊東弁護士HPより）

伊東弁護士はこの間、東海第二原発訴訟・柏崎刈羽原発訴訟

（行政訴訟）JCO臨海事故住民健康被害訴訟などの原発裁判に携

わってきました。 福島原発事故では国会事故調のスタッフとして活動。

現在は六ヶ所村核燃料サイクル訴訟・柏崎刈羽原発運転差し止め

訴訟の裁判を担当中。

日本の原子力施設と原子力安全を確保する体制を鋭く評価。

立地条件・設計・過酷事故・防災対策・破壊工作・安全文化などいず

れにも多数の深刻な脆弱性ありと指摘。

六ヶ所再処理工場・柏崎原発も大地震（基準地振動）に耐えられる

はずがないと指摘し、地震・重大事故対策の問題点・欠陥を講演して

くれます。 ぜひ、ご参加ください。

同日13時30分より青森地裁で 再処理工場訴訟の100回目の

口頭弁論が行われます。傍聴もよろしくお願いします。


